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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技用媒体の投入に伴って遊技を行なう遊技機であって、
　前記投入された遊技用媒体を貯留する媒体貯留部と、
　下部の少なくとも一部に前記遊技用媒体の通過が可能な大きさに形成された貫通孔を有
する筐体と該筐体の前記貫通孔より上方に着脱可能に取り付けられ前記貫通孔における前
記遊技用媒体の通過を阻害する阻害部材とからなり、前記媒体貯留部からあふれる遊技用
媒体を回収する回収箱と、
　を内部に備え、
　前記回収箱は、前記阻害部材を取り外したときに前記媒体貯留部からあふれる遊技用媒
体を前記貫通孔に誘導する誘導部材を備え、
　前記阻害部材は、前記筐体の底部から側面に向けて所定の角度を有するよう取り付けた
とき、前記誘導部材として機能する部材であり、
　前記筐体の底部は、前記阻害部材を所定の角度を有するよう取り付けたときに該阻害部
材の取り付け位置を決める位置決め部が形成されてなる
　遊技機。
【請求項２】
　遊技用媒体の投入に伴って遊技を行なう遊技機の内部に配置され、前記投入された遊技
用媒体を貯留する媒体貯留部からあふれる遊技用媒体を回収するための回収箱であって、
　下部の少なくとも一部に前記遊技用媒体の通過が可能な大きさに形成された貫通孔を有
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する筐体と、
　該筐体の前記貫通孔より上方に着脱可能に取り付けられたときには前記貫通孔における
前記遊技用媒体の通過を阻害する部材として機能し、前記貫通孔から取り外したときには
前記媒体貯留部からあふれる遊技用媒体を前記貫通孔に誘導する誘導部材として機能する
阻害部材と、
　を備え、
　前記阻害部材は、前記筐体の底部から側面に向けて所定の角度を有するよう取り付けた
とき、前記誘導部材として機能する部材であり、
　前記筐体の底部は、前記阻害部材を所定の角度を有するよう取り付けたときに該阻害部
材の取り付け位置を決める位置決め部が形成されてなる
　回収箱。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の遊技機としては、投入されたメダルを貯留すると共に払出すホッパに貯留
されているメダルが所定量を超えたときに、ホッパよりあふれるメダルを回収する回収箱
が内部に設置されたスロットマシンが提案されている。こうしたスロットマシンでは、あ
ふれるメダルを自動的に回収する回収装置を備えない遊技場に設置するときには、スロッ
トマシン内部に設置された回収箱にメダルの満載を確認するセンサに基づいて手動にてメ
ダルを回収している。また、あふれるメダルを自動的に回収する回収装置を備える遊技場
に設置するときには、スロットマシン内部にメダルを外部に排出する排出口に連絡する連
絡部材を取り付けてメダルを回収している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、こうしたスロットマシンでは、設置する遊技場に応じて回収箱か連絡部材
のいずれかを用意する必要がある。スロットマシンを回収装置を備えない遊技場に設置す
るときには、手動でメダルを回収するための回収箱を用意する必要があり、回収装置を備
える遊技場に設置するときには、ホッパからあふれるメダルをスロットマシン外部に排出
するための連絡部材を用意する必要がある。また、連絡部材を設置する場合には、連絡部
材をスロットマシン内部に固定する設置作業も必要となる。
【０００４】
本発明の遊技機は、設置する場所に関わらず回収箱や連絡部材の両方を常備する必要がな
い遊技機を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
本発明の遊技機は、上述の目的を達成するために以下の手段を採った。
【０００６】
手段１．本発明の遊技機は、
遊技用媒体の投入に伴って遊技を行なう遊技機であって、
前記投入された遊技用媒体を貯留する媒体貯留部と、
下部の少なくとも一部に前記遊技用媒体の通過が可能な大きさに形成された貫通孔を有す
る筐体と該筐体の前記貫通孔より上方または下方に着脱可能に取り付けられ前記貫通孔に
おける前記遊技用媒体の通過を阻害する阻害部材とからなり、前記媒体貯留部からあふれ
る遊技用媒体を回収する回収箱と、
を内部に備えることを要旨とする。
【０００７】
本発明の遊技機では、媒体貯留部からあふれる遊技用媒体を回収する回収箱は、下部の少
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なくとも一部に遊技用媒体が通過可能な大きさに形成された貫通孔を有する筐体から、こ
の筐体の貫通孔より上方または下方に着脱可能に取り付けられ貫通孔における遊技用媒体
の通過を阻害する阻害部材を分離することができる。即ち、回収箱は、阻害部材を筐体に
取り付けたときには、遊技用媒体を貯留する回収箱として機能し、阻害部材を取り外すと
共に貫通孔と略整合する位置に遊技用媒体を遊技機外部に排出する排出口を形成したとき
には、遊技用媒体を排出口に導く誘導部材として機能をする。したがって、回収箱と連絡
部材との両方を用意する必要がない。
【０００８】
手段２．手段１記載の遊技機であって、前記筐体は、底部の少なくとも一部に前記貫通孔
が形成されてなり、前記阻害部材は、前記筐体の底部と略同一の形状の板部材として形成
され、前記貫通孔より上方から該筐体の底部に着脱可能に取り付けられてなる遊技機。こ
うすれば、阻害部材を筐体の底部に上方からひくだけで取り付けることができる。
【０００９】
手段３．手段１または２記載の遊技機であって、前記阻害部材は、複数の部材により構成
されてなる遊技機。こうすれば、阻害部材を部分的に着脱することができるから、貫通孔
の阻害部分の大きさを調整することができる。
【００１０】
手段４．手段１ないし３いずれか記載の遊技機であって、前記筐体は、該筐体の弾性また
は前記阻害部材の弾性により前記阻害部材を取り付け固定する取付固定部が形成されてな
る遊技機。こうすれば、阻害部材を筐体に固定することができる。
【００１１】
手段５．手段１ないし４いずれか記載の遊技機であって、前記回収箱は、前記阻害部材を
取り外したときに前記媒体貯留部からあふれる遊技用媒体を前記貫通孔に誘導する誘導部
材を備える遊技機。こうすれば、遊技用媒体を貫通孔に誘導することができる。
【００１２】
手段６．手段５記載の遊技機であって、前記阻害部材は、前記誘導部材として機能する部
材である遊技機。こうすれば、阻害部材を誘導部材として用いることができる。
【００１３】
手段７．手段６記載の遊技機であって、前記阻害部材は、前記筐体の底部から側面に向け
て所定の角度を有するよう取り付けたとき、前記誘導部材として機能する部材である遊技
機。こうすれば、遊技用媒体をより確実に貫通孔に誘導することができる。
【００１４】
手段８．手段７記載の遊技機であって、前記筐体の底部は、前記阻害部材を所定の角度を
有するよう取り付けたときに該阻害部材の取り付け位置を決める位置決め部が形成されて
なる遊技機。こうすれば、阻害部材の取り付け位置を容易に決めることがきる。
【００１５】
手段９．手段８記載の遊技機であって、前記位置決め部は、複数の位置に前記阻害部材を
取り付け可能に形成されてなる遊技機。こうすれば、阻害部材を所望の位置に取り付ける
ことができる。
【００１６】
手段１０．手段１記載の遊技機であって、前記筐体は、底部の中央を含むよう前記貫通孔
が形成されてなり、前記阻害部材は、前記貫通孔より上方から着脱可能に取り付けられる
２つの板部材により構成されてなる遊技機。こうすれば、両方の阻害部材を取り付けて阻
害部分を形成する場合と、どちらか一方の阻害部材を取り外して阻害部分を形成する場合
と、両方の阻害部材を取り外して遊技用媒体の通過を阻害しない場合と、を選択すること
ができる。
【００１７】
手段１１．手段１０記載の遊技機であって、前記２つの板部材は、前記筐体の底部の略中
央から側面に向けて所定の角度を有するよう取り付けられてなる遊技機。こうすれば、一
方の板部材を取り外したときに、他方を、遊技用媒体をより確実に回収箱の貫通孔に誘導
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する誘導部材として機能させることができる。
【００１８】
手段１２．手段１ないし１１いずれか記載の遊技機であって、前記回収箱の前記貫通孔に
略整合する位置に該貫通孔を通過した前記遊技用媒体を外部に排出するための排出口また
は該排出口を形成可能な排出口形成部が形成されてなる遊技機。こうすれば、貫通孔を通
過した遊技用媒体を外部に排出することができる。
【００１９】
手段１３．手段１ないし１２いずれか記載の遊技機であって、前記遊技機はスロットマシ
ンである遊技機。こうした遊技機としてのスロットマシンの基本構成としては、「遊技状
態に応じてその遊技状態を識別させるための複数の識別要素からなる識別要素列を変動表
示した後に識別要素を確定表示する表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー
）の操作に起因して識別要素の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン
）の操作に起因してあるいは所定時間経過することにより識別要素の変動が停止され、そ
の停止時の確定識別要素が特定識別要素であることを必要条件として遊技者に有利な特別
遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備える遊技機」を挙げることができる。
この場合、遊技用媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。こうしたスロット
マシンにおいて、少なくとも多数個の遊技用媒体例えばコイン、メダル等を取得できる遊
技者に有利な状態である特別遊技状態（大当り状態）と遊技用媒体を消費する遊技者に不
利な状態である通常遊技状態とが存在するものとすることもできる。
【００２０】
手段１４．手段１ないし１２いずれか記載の遊技機であって、前記遊技機はパチンコ機で
ある遊技機。こうした遊技機としてのパチンコ機の基本構成としては、操作ハンドルを備
えておりそのハンドル操作に応じて遊技球を所定の遊技領域に発射させ、遊技球が遊技領
域の所定の位置に配置された作動口に入賞することを必要条件として表示手段における識
別要素の変動表示が開始すること、また、特別遊技状態発生中には遊技領域内の所定の位
置に配置された入賞口が所定の態様で開放されて遊技球を入賞可能として、その入賞個数
に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへの書き込む等も含む）が付与される
こと等挙げられる。なお、こうしたパチンコ機には、少なくとも他数個の遊技球を取得で
きる遊技者に有利な状態である特別遊技状態（大当り状態）と、遊技球を消費する遊技者
に不利な状態である普通遊技状態とが存在するものとすることができる。ここで、「遊技
用媒体」としては、遊技球が相当する。
【００２１】
手段１５．手段１ないし１２いずれか記載の遊技機であって、前記遊技機はパチンコ機と
スロットマシンとを融合させてなる遊技機。こうした遊技機としてのパチンコ機とスロッ
トマシンを融合させた遊技機の基本構成としては、「遊技状態に応じてその遊技状態を識
別させるための複数の識別要素からなる識別要素列を変動表示した後に識別要素を確定表
示する表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別要素
の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因してあるいは
所定時間経過することにより識別要素の変動が停止され、その停止時の確定識別要素が特
定識別要素であることを必要条件として遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊
技状態発生手段とを備え、遊技用媒体として遊技球を使用すると共に識別要素の変動開始
に際しては所定数の遊技球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの遊技球が払
い出されるよう構成されてなる遊技機」を挙げることができる。こうした遊技機には、少
なくとも多数個の遊技球を取得できる遊技者に有利な状態である特別遊技状態（大当り状
態）と、遊技球を消費する遊技者に不利な状態である普通遊技状態の２種類の遊技状態と
が存在するものとすることもできる。ここで、「遊技用媒体」としては、遊技球を使うと
きは遊技球が、コイン、メダルを使うときはコイン、メダルが相当する。
【００２２】
手段１３ないし１５に記載したように、本発明の遊技機としては、スロットマシンやパチ
ンコ機、パチンコ機とスロットマシンとを融合させてなる遊技機などを挙げることができ
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るが、この他、種々の遊技機に適応することもできる。
【００２３】
手段１６．本発明の回収箱は、
遊技用媒体の投入に伴って遊技を行なう遊技機の内部に配置され、前記投入された遊技用
媒体を貯留する媒体貯留部からあふれる遊技用媒体を回収するための回収箱であって、
下部の少なくとも一部に前記遊技用媒体の通過が可能な大きさに形成された貫通孔を有す
る筐体と、
該筐体の前記貫通孔より上方または下方に着脱可能に取り付けられ前記貫通孔における前
記遊技用媒体の通過を阻害する阻害部材と、
を備えることを要旨とする。
【００２４】
本発明の回収箱は、下部の少なくとも一部に遊技用媒体が通過可能な大きさに形成された
貫通孔を有する筐体と、この筐体の貫通孔より上方または下方に着脱可能に取り付けられ
貫通孔における遊技用媒体の通過を阻害する阻害部材との２種類の部材から構成される。
このため、阻害部材を筐体に取り付けたときには、遊技用媒体を貯留する回収箱として機
能し、阻害部材を取り外すと共に貫通孔と略整合する位置に遊技用媒体を遊技機外部に排
出する排出口を形成したときには、遊技用媒体を排出口に導く誘導部材として機能する。
したがって、回収箱と連絡部材との両方を用意する必要がない。
【００２５】
手段１７．手段１６記載の回収箱であって、前記筐体は、底部の少なくとも一部に前記貫
通孔が形成されており、前記阻害部材は、前記筐体の底部と略同一の形状の板部材として
形成され、前記貫通孔より上方から該筐体の底部に着脱可能に取り付けられてなる回収箱
。こうすれば、阻害部材を筐体の底部に上方からひくだけで取り付けることができる。
【００２６】
手段１８．手段１６または１７記載の回収箱であって、前記筐体は、該筐体の弾性または
前記阻害部材の弾性により前記阻害部材を取り付け固定する取付固定部が形成されてなる
回収箱。こうすれば、阻害部材を筐体に固定することができる。
【００２７】
手段１９．手段１６ないし１８いずれか記載の回収箱であって、前記阻害部材を取り外し
たときに前記媒体貯留部からあふれる遊技用媒体を前記貫通孔に誘導する誘導部材を備え
る回収箱。こうすれば、遊技用媒体を貫通孔に誘導することができる。
【００２８】
手段２０．手段１９記載の回収箱であって、前記阻害部材は、前記誘導部材として機能す
る部材である回収箱。こうすれば、阻害部材を誘導部材として用いることができる。
【００２９】
手段２１．手段２０記載の回収箱であって、前記阻害部材は、前記筐体の底部から側面に
向けて所定の角度を有するよう取り付けたとき、前記誘導部材として機能する部材である
回収箱。こうすれば、遊技用媒体をより確実に貫通孔に誘導することができる。
【００３０】
手段２２．手段２１記載の回収箱であって、前記筐体の底部は、前記阻害部材を所定の角
度を有するよう取り付けたときに該阻害部材の取り付け位置を決める位置決め部が形成さ
れてなる回収箱。こうすれば、阻害部材の取り付け位置を容易に決めることがきる。
【００３１】
手段２３．手段２２記載の回収箱であって、前記位置決め部は、複数の位置に前記阻害部
材が取り付け可能に形成されてなる回収箱。こうすれば、阻害部材を所望の位置に取り付
けることができる。
【００３２】
手段２４．手段１６記載の回収箱であって、前記筐体は、底部の中央を含むよう前記貫通
孔が形成されてなり、前記阻害部材は、前記貫通孔より上方から着脱可能に取り付けられ
る２つの板部材により構成されてなる回収箱。こうすれば、両方の阻害部材を取り付けて
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阻害部分を形成する場合と、どちらか一方の阻害部材を取り外して阻害部分を形成する場
合と、両方の阻害部材を取り外して遊技用媒体の通過を阻害しない場合と、を選択するこ
とができる。
【００３３】
手段２５．手段２４記載の回収箱であって、前記２つの板部材は、前記筐体の底部の略中
央から側面に向けて所定の角度を有するよう取り付けられてなる回収箱。こうすれば、一
方の板部材を取り外したときに、他方を、遊技用媒体をより確実に回収箱の貫通孔に誘導
する誘導部材として機能させることができる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態を実施例を用いて説明する。図１は本発明の一実施例であるス
ロットマシン１０の前面扉１２を閉じた状態の斜視図である。図２は実施例のスロットマ
シン１０の前面扉１２を開いた状態の斜視図である。実施例のスロットマシン１０は、前
面扉１２がその左辺を回動軸として本体１１に回動可能に取り付けられ、前面扉１２を閉
じた状態で施錠装置２０により前面扉１２と本体１１とを施錠できるようになっている。
前面扉１２には、遊技の進行に伴い点灯したり点滅したりする上部ランプ１３や、遊技の
進行に伴い種々の効果音を鳴らしたり遊技者に遊技状態を報知したりするスピーカ１４，
１４、遊技内容などの各種の表示をする上段表示パネル１５、左回胴Ｌと中回胴Ｍと右回
胴Ｒをそれぞれ透視可能な露出窓３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒやメダルのベット数に応じて点
灯する５つのベットランプ３２，３３，３３，３４，３４，クレジット枚数表示部３５，
ゲーム数表示部３６，払出枚数表示部３７，などが設けられた中段表示パネル３０、略中
段付近にて各種ボタン５１，５３～５６，６１～６３，やスタートレバー５２やメダル投
入口５７が設けられた操作部５０、機種名や遊技に関するキャラクタなどが表示された下
段表示パネル１６、メダルの払出口１７から払出されたメダルを受けるメダル受け皿１８
などが装着されている。また、スロットマシン１０の内部には、図２に示すように、電源
スイッチ８１やリセットスイッチ８２や設定キースイッチ孔８３などが配置された電源ボ
ックス８５、メダルを貯留する補助タンク８７とこの補助タンク８７内のあふれるメダル
を排出する排出シュート６４と補助タンク８７内のメダルを払出用通路９２に通じる開口
９３を介してメダル払出口１７へ払出す払出装置８８とから構成されたホッパ８６、ホッ
パ８６の隣に配置され排出シュート６４から排出されたメダルを回収するメダル回収箱９
８と、スロットマシン１０の遊技を制御する制御装置７０などが装着されている。
【００３５】
図３は、図２の矢印線Ａに沿ってスロットマシン１０の本体１１右下部を内側から見たと
きの部分説明図である。メダル回収箱９８は、図示するように、底部に大きな貫通孔９７
が形成された樹脂製の筐体９５と、この筐体９５に着脱自在に取り付け可能で金属製の板
状部材として形成された底板９９とから構成されている。筐体９５の図中下部後方面には
、底板９９の図中後方に形成された２つの取付凸部１５１ａ,１５１ｂと嵌合可能な２つ
の取付貫通孔１６１ａ,１６１ｂが形成されており、図中下部前方面には、底板９９の図
中前方に形成された固定凸部１５０と嵌合可能な固定貫通孔１６０ａが形成されている。
この固定貫通孔１６０ａの上部には固定貫通孔１６０ａに至るように２本の切り込みによ
り若干の弾性変形が可能な取付固定部１６０ｂが形成されている。取付固定部１６０ｂは
、底板９９の取付凸部１５１ａ,１５１ｂを取付貫通孔１６１ａ,１６１ｂに嵌合させた状
態で底板９９を下方に押すと、外側方向に弾性変形して底板９９の固定凸部１５０を固定
貫通孔１６０ａに嵌め込んで底板９９を筐体９５に取り付け固定する。また、筐体９５の
底面両側部には、複数の山谷形状により傾斜形成部１７１ａ,１７１ｂが形成されている
。
【００３６】
本体１１の右下部の内側には、外周部を連続した溝１０２で形成された二つの凸部１０１
ａ,１０１ｂとからなるメダル回収箱９８の貫通孔９７と略整合する大きさに排出口形成
部１００が形成されており、排出口形成部１００の上にはメダル回収箱９８が設置される
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ようスペースが設けられている。また、本体１１背面内側には、メダル回収箱９８の満載
を確認するための２本のセンサ棒１０３も取り付けられている。
【００３７】
図４は、スロットマシン１０をメダル回収装置を備えない遊技機場に設置するときの状態
の一例を示す説明図である。スロットマシン１０には、図示するように、凸部１０１ａ，
１０１ｂの両方とも打ち抜かない状態のまま底部に底板９９を取り付けたメダル回収箱９
８が設置されている。この場合、排出シュート６４から排出されるメダルはメダル回収箱
９８内に貯留される。なお、メダル回収箱９８に貯留されるメダルは、センサ棒１０３に
より知らされる回収時期に手動で回収される。
【００３８】
図５と図６は、スロットマシン１０をメダル回収装置１１０を備える遊技場に設置すると
きの状態の一例を示す説明図である。図示するように、スロットマシン１０には、排出口
形成部１００の凸部１０１ａ,１０１ｂのうち遊技場に設置されたメダル回収装置１１０
に整合する位置の凸部を打ち抜いて排出口１０５が形成されており、底板９９を傾斜形成
部１７１ａ,１７１ｂにより筐体９５側面のうち排出口１０５が形成されなかった方に向
かって傾斜をもって取り付けたメダル回収箱９８が設置されている。これにより、排出シ
ュート６４から排出されるメダルを底板９９で誘導し、排出口１０５から排出することが
できる。
【００３９】
以上説明した実施例のスロットマシン１０によれば、筐体９５と着脱可能な底板９９とか
らメダル回収箱９８を構成することにより、メダル回収装置１１０を備えない遊技場にス
ロットマシン１０を設置するときには、メダル回収箱９８をメダルを回収する箱として機
能させ、メダル回収装置１１０を備える遊技場にスロットマシン１０を設置するときには
、メダル回収箱９８をメダル回収装置１１０に導く誘導部材として機能させることができ
る。この結果、回収箱と連絡部材の両方を用意する必要がない。しかも、底板９９を傾斜
形成部１７０ａ，１７０ｂにより傾斜をもたせて取り付けることによりメダルを排出口１
０５に誘導することができる。
【００４０】
実施例のスロットマシン１０では、筐体９５に形成された貫通孔９７は、楕円形で底面の
大部分に形成されるものとしたが、貫通孔９７は、筐体９５の下部であれば、如何なる形
状で如何なる場所に形成するものとしてもよい。また、底板９９の形状も、貫通孔９７か
ら排出されるメダルを阻害する形状に形成されるものであれば、如何なる形状に形成する
ものとしてもよい。さらに、底板９９は、貫通孔９７の上方より底板９９を取り付けて阻
害するものとしたが、貫通孔９７から排出されるメダルを阻害するよう取り付けるもので
れば、例えば、下方より底板９９を取り付けてもよい。
【００４１】
実施例のスロットマシン１０では、傾斜形成部１７１ａ,１７１ｂにより底板９９に傾斜
をもたして筐体９５に取り付けるものとしたが、単に底板９９を取り外すものとしてもよ
い。この場合には、傾斜形成部１７１ａ,１７１ｂは、底面に形成されないものとしても
よい。
【００４２】
実施例のスロットマシン１０では、筐体９５の取付固定部１６０ｂの弾性を用いて底板９
９を取付固定するものとしたが、底板９９の弾性を用いて固定するものとしてもよい。こ
のように、筐体９５と底板９９とを取付固定するものであれば、筐体９５と底板９９のど
ちらか一方もしくは両方の弾性を用いて取付固定するものとしてもよい。
【００４３】
実施例のスロットマシン１０では、メダル回収箱９８の底板９９を一枚の板形状としたが
、複数の底板で形成するものとしてもよい。例えば、図７に例示するように、２枚の底板
１９９ａ，１９９ｂにより隣接する底板で形成するものとしてもよい。この場合、底板１
９９ａ,１９９ｂのどちらか一方を取り外すだけで、図５もしくは図６に示した実施例と
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同様の機能を有することができる。また、図８に示すように、メダル回収装置１１０の設
置位置によっては、底板１９９ａ,１９９ｂの両方に傾斜を持たして誘導部材として用い
ることもできる。このように、底板１９９ａ,１９９ｂは、傾斜形成部１７１ａ,１７１ｂ
の範囲内であれば自在に傾斜角度と位置を変更して取り付けできるので、メダル回収装置
１１０の設置位置に幅をもって対応することができる。
【００４４】
実施例では、本発明の形態の一つとしてスロットマシンを例にとって説明したが、本発明
が適用可能な遊技機はスロットマシンに限定されるものではなく、所定の条件に伴って遊
技用媒体の払出しを行なう全ての遊技機、例えばパチンコ機やパチンコ機とスロットマシ
ンを融合させた遊技機などにも適用することができるのは勿論である。このスロットマシ
ンの基本構成としては、「遊技状態に応じてその遊技状態を識別させるための複数の識別
要素からなる識別要素列を変動表示した後に識別要素を確定表示する表示手段を備え、始
動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別要素の変動が開始され、停止用
操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因してあるいは所定時間経過することによ
り識別要素の変動が停止され、その停止時の確定識別要素が特定識別要素であることを必
要条件として遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備える
遊技機」を挙げることができる。この場合、遊技用媒体はコイン、メダル等が代表例とし
て挙げられる。こうしたスロットマシンにおいて、少なくとも多数個の遊技用媒体例えば
コイン、メダル等を取得できる遊技者に有利な状態である特別遊技状態（大当り状態）と
遊技用媒体を消費する遊技者に不利な状態である通常遊技状態とが存在するものとするこ
ともできる。またパチンコ機の基本構成としては、操作ハンドルを備えておりそのハンド
ル操作に応じて遊技球を所定の遊技領域に発射させ、遊技球が遊技領域の所定の位置に配
置された作動口に入賞することを必要条件として表示手段における識別要素の変動表示が
開始すること、また、特別遊技状態発生中には遊技領域内の所定の位置に配置された入賞
口が所定の態様で開放されて遊技球を入賞可能として、その入賞個数に応じた有価価値（
景品球のみならず、磁気カードへの書き込む等も含む）が付与されること等挙げられる。
なお、こうしたパチンコ機には、少なくとも他数個の遊技球を取得できる遊技者に有利な
状態である特別遊技状態（大当り状態）と、遊技球を消費する遊技者に不利な状態である
普通遊技状態とが存在するものとすることができる。ここで、「遊技用媒体」としては、
遊技球が相当する。さらにパチンコ機とスロットマシンとを融合させてなる遊技機の基本
構成としては、「遊技状態に応じてその遊技状態を識別させるための複数の識別要素から
なる識別要素列を変動表示した後に識別要素を確定表示する表示手段を備え、始動用操作
手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別要素の変動が開始され、停止用操作手段
（例えばストップボタン）の操作に起因してあるいは所定時間経過することにより識別要
素の変動が停止され、その停止時の確定識別要素が特定識別要素であることを必要条件と
して遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技用媒
体として遊技球を使用すると共に識別要素の変動開始に際しては所定数の遊技球を必要と
し、特別遊技状態の発生に際しては多くの遊技球が払い出されるよう構成されてなる遊技
機」を挙げることができる。こうした遊技機には、少なくとも多数個の遊技球を取得でき
る遊技者に有利な状態である特別遊技状態（大当り状態）と、遊技球を消費する遊技者に
不利な状態である普通遊技状態の２種類の遊技状態とが存在するものとすることもできる
。ここで、「遊技用媒体」としては、遊技球を使うときは遊技球が、コイン、メダルを使
うときはコイン、メダルが相当する。
【００４５】
以上、本発明の実施の形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例
に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形
態で実施し得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施例のスロットマシンの前面扉を閉じた状態の斜視図である。
【図２】本実施形態のスロットマシンの前面扉を開いた状態の斜視図である。



(9) JP 4151270 B2 2008.9.17

10

20

【図３】図２の矢印線Ａに沿ってスロットマシン１０の本体１１右下部を内側から見たと
きの部分説明図である。
【図４】スロットマシンをメダル回収装置を備えない遊技場に設置したときの状態の一例
を示す説明図である。
【図５】スロットマシンをメダル回収装置を備える遊技場に設置したときの状態の一例を
示す説明図である。
【図６】スロットマシンをメダル回収装置を備える遊技場に設置したときの状態の一例を
示す説明図である。
【図７】変形例のメダル回収装置９８Ｂの概略の構成を示す説明図である。
【図８】変形例のメダル回収装置９８Ｂを備えるスロットマシンをメダル回収装置を備え
る遊技場に設置したときの状態の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
１０…スロットマシン、１１…本体、１２…前面扉、１３…上部ランプ、１４…スピーカ
、１５…上段表示パネル、１６…下段表示パネル、１７…メダル払出口、１８…メダル受
け皿、２０…施錠装置、３０…中断表示パネル、３１Ｌ，３１Ｍ，３１Ｒ…露出窓、３２
…１枚ベットランプ、３３…２枚ベットランプ、３４…３枚ベットランプ、３５…クレジ
ット枚数表示部、３６…ゲーム数表示部、３７…払出枚数表示部、５０…操作部、５１…
クレジットボタン、５２…スタートレバー、５２ａ…スタートスイッチ、５３…左回胴用
ストップボタン、５４…中回胴用ストップボタン、５５…右回胴用ストップボタン、５６
…返却ボタン、５７…メダル投入口、６１…１枚ベットボタン、６２…２枚ベットボタン
、６３…マックスベットボタン、６４…排出シュート、７０…制御装置、８１…電源スイ
ッチ、８２…リセットスイッチ、８３…設定キー挿入孔、８５…電源ボックス、８６…ホ
ッパ、８７…補助タンク、８８…払出装置、９２…払出用通路、９３…開口、９５…筐体
、９７…貫通孔、９８,９８Ｂ…メダル回収箱、９９，１９９ａ，１９９ｂ…底板、１０
０…排出口形成部、１０１ａ，１０１ｂ…凸部、１０２…溝、１０３…センサ棒、１０５
…排出口、１１０…メダル回収装置、１５０…固定凸部、１５１ａ,１５１ｂ…取付凸部
、１６０ａ…固定貫通孔、１６０ｂ…取付固定部、１６１ａ,１６１ｂ…取付貫通孔、１
７１ａ,１７１ｂ…傾斜形成部、Ｌ…左回胴、Ｍ…中回胴、Ｒ…右回胴。
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